
都市再生整備計画（第３回変更）
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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 280 ha

平成 23 年度　～ 平成 26 年度 平成 23 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人／日 平成２１年度 平成２６年度

人 平成２１年度 平成２６年度

人／日 平成２１年度 平成２６年度

人 平成２１年度 平成２６年度

36,100人/日

文化・交流施設利用者 中心市街地の文化・交流施設の利用者数
文化・交流施設の整備による交流できる環境の充実は、来街者の増加に
繋がり、中心市街地の賑わいを促進すると考えられる。

1,298,302人/年 1,484,400人/年

歩行者・自転車通行量 中心市街地の主要箇所における平均通行量
通行量の増加は、回遊性とにぎわいの創出を表し、中心市街地の活性化
につながると考えられる。

33,276人/日

36,100人/日

中心市街地居住人口 住民基本台帳による調査 良質な生活環境の提供により、地区内人口が増加すると考えられる。 15,417人 15,550人

歩行者・自転車通行量 中心市街地の主要箇所における平均通行量
通行量の増加は、回遊性とにぎわいの創出を表し、中心市街地の活性化
につながると考えられる。

33,276人/日

・平成２２年度までの都市再生整備計画において課題とされていた項目については、一体的な整備による事業効果により一定の改善を得たが、基幹道路の整備や公園整備などの早期完了が求められている。
・計画的な道路網、上下水道、公園等の整備と併せて、自転車利用環境の整備促進による良好な住環境を創出し快適・安全で魅力あるまちづくりを図る必要がある。
・地区住民が生活しやすく、また、施設利用者が文化交流施設等を利用しやすい中心市街地の環境形成を図るため、道路、公園等の整備が必要である。

「第４次福島市総合計画」
・中心市街地においては、市民が様々な都市活動を通して新しい都市文化を創造する場として都心の再生を目指す。
・信夫山や阿武隈川、荒川などの身近な自然環境や歴史・文化資源を活かし、街並みに奥行きと広がりを持たせる都市機能の再配置と回遊性を高める憩いの場や街路の整備に努める。
「福島市都市マスタープラン」
・社会経済の動向や、国際化・情報化の発展、ライフスタイルの多様化等に配慮した、都市基盤の整備をもとに、商業・業務機能の活性化や、文化、情報等の都市機能の充実、整備を計画的に促進する。また、生活利便性の高さや歴史、文化、自然等
の多様な資源特性を活かした住環境の整備、改善を図り、魅力的でにぎわいのある、安全して住み続けられるまちづくりの実現を目指す。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 福島県 福島市 福島市中心市街地地区

計画期間 交付期間 26

大目標　：中心市街地の活性化と良好な住環境の整備、向上により、安全で魅力あるまちづくりを図る
目標１．集客拠点づくりと回遊環境の向上
目標２．人が暮らし交流できる良質な生活環境の向上

・当地区は、中心市街地の活性化に関する法律に基づき、｢福島市中心市街地活性化基本計画｣を策定し平成２２年１月２９日に認定申請を行い、平成２２年３月２３日に内閣総理大臣の認定を受け、活性化を図ることで、ふくしまの個性と魅力を発信す
る生活都心地区と位置づけられている。
・本計画の中心市街地の区域は、東側は国道４号、西側は都市計画道路太平寺・岡部線ならびに東北新幹線、南側は荒川・阿武隈川河川敷界、北側は信夫山公園、都市計画道路太平寺岡部線に囲まれる範囲の280ha とし、集中的かつ効果的に各種
事業に取り組むこととする。
・平成１８年から平成２２年度までの都市再生整備計画において、幹線道路の整備及び利便性の向上等一体的なまちづくりを推進し、地区内の居住人口や通行量の増加など一定の事業効果を得た。
・幹線道路事業が完了期を迎え、平成２２年度からは、認定福島市中心市街地活性化基本計画に掲げる基本方針・目標・実施事業のもと、「①拠点施設の整備や年間を通した集客イベント等により魅力向上を図るとともに、楽しく回遊できる環境を整備
することでの賑わいの創出」と「②高齢化社会に対応した高齢者住宅整備や福利・文化施設を整備することで、安心で快適な居住・交流環境を向上させ、都心居住の促進」を目指している。



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業
整備方針１　中心市街地への居住施設の誘導と人にやさしいまちづくり
・高齢者等にも配慮した居住環境を形成し、多様な市民のニーズに応える生活環境や文化交流機能の充実を図りながら、快適に暮らせるまちづくりを目
指す。
・新設される道路の整備に併せ、上水道の耐震化や下水道を整備することで、生活環境を向上させ、快適な住環境の整備を図る。

①上下水道整備事業（提案事業/地域創造支援事業）
②早稲町地区暮らし・にぎわい再生事業（関連事業/民間）
③仲間町地区暮らし・にぎわい再生事業（関連事業/民間）
④太田町東地区高齢者住宅整備事業（関連事業/民間）
⑤栄町南地区高齢者住宅整備事業（関連事業/民間）
⑥五老内町地区暮らし・にぎわい再生事業（関連事業/福島市）

整備方針２　幹線道路及び環状道路の整備促進
・中心市街地における渋滞緩和と交通の円滑化を図るため、拠点間を結ぶ主要幹線道路やそれらを補完する幹線道路の整備を行う。
・快適な歩行者空間の整備・誘導、緑化の推進などによる住環境の向上を目指す。

①都市計画道路　腰浜町町庭坂線道路事業（基幹事業/道路）
②道路美装化事業（基幹事業/高質空間形成施設）
③舟場町山下町線道路事業（基幹事業/道路）
④都市計画道路　曽根田町桜木町線道路事業（関連事業/道路）
⑤都市計画道路　太平寺岡部線道路事業（関連事業/道路）

整備方針３　拠点整備による自転車、歩行者ネットワークの形成
・自転車駐車場等の整備やレンタサイクルの拡充、道路整備による快適な歩行空間の確保により自転車の利便性を向上させ回遊性を高める。
・来訪者の回遊性を高めるため街なかの公園整備、文化・交流施設等の環境整備の検討を行い、施設間を結ぶ快適なネットワークの形成を図る。

①福島駅西口駅前広場再整備事業（基幹事業/地域生活基盤施設）
②信夫山公園整備事業（基幹事業/公園）
③児童公園周辺整備事業（基幹事業/公園）
④児童公園遊具整備事業（提案事業/地域創造支援事業）
⑤まちなか循環周遊バス社会実験（関連事業（効果促進事業）/まちづくり活動推進事業）
⑥まちなか自転車利用促進事業（関連事業（効果促進事業）/地域創造支援事業）
⑦福島駅東口バスプール利用環境整備事業（基幹事業/高質空間形成施設）
⑧レンタサイクル貸出所利用環境整備事業（提案事業/地域創造支援事業）

整備方針３
②（仮)児童公園整備事業において設置される便益施設については、公園利用者の利便増進に資するものである。
・駐車場や便所、売店は公園利用者の利用増進に資するものとして、整備していくものであることから、公園利用者を対象として運営管理していくものであるため、公園施設全体の維持管理費・運営費を超える収益が得られる事業ではない。
・子供の利用者が大半と見込こまれる施設であることから、酒類の販売は行わないものとする。

＜想定される収益事業＞
・売店・食堂等の経営附帯事業
・乳母車の貸し出し
・遊戯施設の運営
・コインロッカーの貸し出し


